
　令和７年度西東京市の一般会計補正予算（第１３号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

　（繰越明許費の補正）

第２条　繰越明許費の追加は、「第２表　繰越明許費補正」による。　

　（地方債の補正）

第３条　地方債の追加及び変更は、「第３表　地方債補正」による。

西東京市長　　池　澤　隆　史

令和７年度西東京市一般会計補正予算（第１３号）

令和８年３月２７日  提出

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ241,654千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　歳入歳出それぞれ95,606,437千円とする。

　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。
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第２表　繰越明許費補正

追　加

（単位：千円）

２

３

第３表　地方債補正

１　追　加

（単位：千円）

２　変　更

（単位：千円）

10 教 育 費 中 学 校 費 中 学 校 維 持 管 理 費 25,485

款 項 事　業　名 金 額

10 教 育 費 小 学 校 費 小 学 校 給 食 事 業 費 216,720

証書借入
又　　は
証券発行

５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合、
利率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率）

小 学 校 給 食 室
空 調 設 備 改 修 事 業

補正前 6,900

補正後 211,400

区　分

　据置期間を含み
２５年以内に償還
する。ただし、市
財政の都合により
据置期間及び償還
期限を短縮し若し
くは繰上償還又は
低利債に借換えす
ることができる。

証書借入
又　　は
証券発行

５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合、
利率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率）

　据置期間を含み
２５年以内に償還
する。ただし、市
財政の都合により
据置期間及び償還
期限を短縮し若し
くは繰上償還又は
低利債に借換えす
ることができる。

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

中学校空調設備改修事業 20,300

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法
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